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平成２９年３月１６日教育研究評議会議事要旨 

 

安田講堂大会議室 

午後３時００分～４時４０分 

出席者 五神総長（議長） 

保立，石井，古谷，南風原，羽田各評議員（理事・副学長） 

岩村，宮園，國土，光石，吉村，熊野，佐藤，星野，丹下，鮫島，馬場，新宅， 

小川，藤垣，大桃，斎藤，新井，河野，味埜，石川，山口（佐倉代理），村上，小原， 

髙見澤，水町（大澤代理），藤井，山家，秋山，梶田，瀧川，津田，神崎各評議員 

久留島附属図書館長（大学執行役），中村情報基盤センター長 

陪 席 境田，戸渡各理事 

相原，渡部各大学執行役 

澤井，服部各監事 

平野副理事 

児島，堀内各部長，今村企画調整役 

江頭，加藤各副部長 

渕村，猪塚，野上，斎藤各課長 

 

平成２９年１月１７日及び平成２９年２月７日教育研究評議会議事要旨（案）（資料１）は，確認の上，原案

どおり了承された。 

１ 学内外情勢（資料２） 

総長から，前回教育研究評議会以降の学内外情勢について，資料２のとおり報告があった。 

２ 東京大学卓越教授候補者の審査 

総長から，部局から推薦を受けた１名の候補者の審議を行うことが述べられた。 

  表決に先立ち，人事部長から，審議方法及び議決要件等の説明があり，次いで，総長から，表決権は行使し

ない旨の発言があり，表決が行われた。 

  開票は，馬場経済学研究科長及び村上医科学研究所長の立会いの下に行われ，その結果について，総長から，

議決必要数である出席者の３分の２以上の賛成が得られた旨報告があり，この結果を役員会に報告することと

した。 

３ 平成２９年度理事等の分担（資料３） 

総長から，来年度の理事等の分担について，資料３のとおり報告があった。 

４ 経営協議会委員の選考（資料４） 

総長から，来年度の経営協議会学外委員について，資料４のとおり説明があり，審議の結果原案どおり了

承された。 

５ 指定国立大学法人制度への対応（資料５） 

相原大学執行役から，指定国立大学法人制度への対応について，資料５のとおり説明があった。 

次いで，総長から本件について諮り，審議の結果一部修正のうえ了承され，経営協議会に付議することと

した。 

なお，今回及び今後の審議における修正並びに英語版については総長に一任された。 

６ 指定国立大学法人申請に係る第３期中期計画の変更（資料６） 

相原大学執行役から，第３期中期計画について，指定国立大学法人に指定された際の変更である旨説明
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があった。 

次いで，総長から本件について諮り，審議の結果原案どおり了承され，経営協議会に付議することとした。 

なお，今後の審議における修正及び国立大学法人東京大学の中期計画新旧対照表の英語版については総長

に一任された。 

７ 第３期中期計画の変更（資料７） 

石井理事から，第３期中期計画について，平成２８年度国立大学改革強化推進補助金（特定支援型）

に採択されたことにより組織的な若手研究者の安定的なポスト確保に向けた雇用計画の実施を加速化

させるため等の変更を行い前回の教育研究評議会で了承を得た案件について，文部科学省から数値目標

を記述するよう要請があったこと及び指定国立大学法人構想調書の構想内容を踏まえた変更を行うものであ

る旨資料７のとおり説明があった。 

次いで，総長から本件について諮り，審議の結果原案どおり了承され，経営協議会に付議することとした。 

なお，今後の審議における修正は総長に一任された。 

８ 平成２９年度年度計画（資料８） 

石井理事から，平成２９年度年度計画について，資料８のとおり説明があった。 

次いで，総長から本件について諮り，審議の結果原案どおり了承され，経営協議会に付議することとした。 

なお，今後の審議における修正は総長に一任された。 

９ 東京大学基本組織規則の一部改正（資料９） 

保立理事から，東京大学基本組織規則について，連携研究機構としてライフサイエンス連携研究教育拠点，

臨床生命医工学連携研究機構及び地震火山史料連携研究機構を設置することに伴い所要の改正を行うもので

ある旨資料９のとおり説明があった。 

次いで，総長から本件について諮り，審議の結果原案どおり了承され，経営協議会に付議することとした。 

１０ 東京大学組織的利益相反監視委員会規則の制定（資料１０） 

  渡部大学執行役から，東京大学組織的利益相反監視委員会規則の制定について，資料１０のとおり説明が

あった。 

次いで，総長から本件について諮り，審議の結果原案どおり了承され，役員会に付議することとした。 

１１ 東京大学ハラスメント防止委員会規則の一部改正（資料１１） 

  南風原理事から，東京大学ハラスメント防止委員会規則について，ハラスメントの申立て，事実調査の

再審査及び不当な取扱いの禁止に関する規定を整理することに伴い所要の改正を行うものである旨資料

１１のとおり説明があった。 

次いで，総長から本件について諮り，審議の結果原案どおり了承され，役員会に付議することとした。 

１２ 東京大学セクシュアルハラスメント防止宣言の一部改正（資料１２） 

  南風原理事から，東京大学セクシュアルハラスメント防止宣言について，男女雇用機会均等法及び人事院

規則１０－１０（セクシュアル・ハラスメントの 防止等）の運用についてが改正され，性的指向若しく

は性自認に関する偏見に基づく言動がセクシュアルハラスメントに該当するとされたことに伴い所要の

改正を行う所要の改正を行うものである旨資料１２のとおり説明があった。 

次いで，総長から本件について諮り，審議の結果原案どおり了承され，役員会に付議することとした。 

１３ 東京大学学術諮問委員会規則の廃止（資料１３） 

  保立理事から，東京大学学術諮問委員会規則について，予算委員会の設置及び平成３０年度以降の採用可能

数の学内再配分に関する基本方針等について（平成２８年１１月１０日役員会決定）の制定に伴い廃止するも

のである旨資料１３のとおり説明があった。 

次いで，総長から本件について諮り，審議の結果原案どおり了承され，役員会に付議することとした。 
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１４ 各部局の組織等に関する規則の一部改正（資料１４） 

保立理事から，法学部管理運営規則について学部長の任期の変更，法学政治学研究科管理運営規則につい

て研究科長の任期の変更，教育学研究科運営組織規則について学校教育高度化センターの学校教育高度化・

効果検証センターへの改組及び附属施設に関する規定の整備，理学系研究科組織規則について宇宙惑星科学

機構の設置，農学生命科学研究科組織規則について附属施設に関する規定の整備，医学系研究科組織規則に

ついてグローバルナーシングリサーチセンターの設置及び附属施設に関する規定の整備，新領域創成科学研

究科組織運営規則について連携講座の設置及び附属施設に関する規定の整備，医科学研究所規則についてア

ジア感染症研究拠点，国際粘膜ワクチン開発研究センター及びヘルスインテリジェンスセンターの設置並び

に附属研究施設に関する規定の整備，医科学研究所附属病院規則について診療運営組織，診療支援組織及び

臨床研究支援組織の整備に伴い，所要の改正を行うものである旨資料１４のとおり説明があった。 

次いで，総長から本件について諮り，審議の結果原案どおり了承され，役員会に付議することとした。 

１５ 東京大学における教員の任期に関する規則の一部改正（資料１５） 

石井理事から，東京大学における教員の任期に関する規則について，新領域創成科学研究科，工学系研究

科，医科学研究所，医学系研究科，医学部，医学部附属病院，農学生命科学研究科，生産技術研究所，教育

学研究科，地震研究所，薬学系研究科，総合文化研究科，情報基盤センター，先端科学技術研究センター，

教養学部，宇宙線研究所及び理学系研究科において，既に導入している教員の任期制に係る教育研究組織等

の見直しに伴い所要の改正を行うものである旨資料１５のとおり説明があった。 

次いで，総長から本件について諮り，審議の結果原案どおり了承され，役員会に付議することとした。 

１６ 東京大学特別栄誉教授規程の一部改正（資料１６） 

石井理事から，東京大学特別栄誉教授規程について，東京大学特別栄誉教授の適用範囲及び手続等を見直

すことに伴い所要の改正を行うものである旨資料１６のとおり説明があった。 

次いで，総長から本件について諮り，審議の結果原案どおり了承され，役員会に付議することとした。 

１７ 東京大学特別栄誉教授の称号付与等に関する手続き（資料１７） 

石井理事から，東京大学特別栄誉教授の称号付与等に関する手続きについて，資料１７のとおり説明があっ

た。 

次いで，総長から本件について諮り，審議の結果原案どおり了承された。 

１８ 総長選考会議委員の選出方法（資料１８） 

総長及び宮園評議員（総長選考会議議長代行）から，教育研究評議会から選出する総長選考会議委員の選

出方法の変更について，資料１８のとおり説明があった。 

次いで，総長から本件について諮り，審議の結果原案どおり了承された。 

１９ 東京大学科学研究行動規範委員会委員の選任（資料１９） 

境田理事から，科学研究行動規範委員会委員の選任について，資料１９のとおり説明があった。 

次いで，総長から本件について諮り，審議の結果原案どおり了承された。  

２０ 教員懲戒委員会委員の選任 

総長から，教員懲戒委員会委員の選任について，東京大学教員懲戒手続規程第４条の規定に基づき説明が

あり，審議の結果了承された。 

２１ 利益相反委員会委員の選任（資料２０） 

    境田理事から，利益相反委員会委員の選任について，東京大学利益相反行為防止規則第９条の規定に基づき

資料２０のとおり説明があった。 

次いで，総長から本件について諮り，審議の結果原案どおり了承された。 

２２ 国際交流協定締結等の報告（資料２１） 
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  羽田理事から，平成２８年３月から平成２９年２月までの国際交流協定（全学分）の締結等について，資料

２１のとおり報告があった。 

２３ 寄附金及び寄附物品等の受納（資料２２） 

保立理事から，平成２８年度１１月分及び１２月分の寄附金及び寄附物品等の受納について，資料２２の

とおり報告があった。 

２４ 寄付講座及び社会連携講座等の設置等（資料２３） 

保立理事から，寄付講座等について，医学系研究科「ロコモ予防学」を平成２９年３月１日から３年間，

医学系研究科「生物統計情報学」を平成２９年３月１日から４年１カ月間，医学系研究科「先進代謝病態学」

を平成２９年３月１日から３年間，医学系研究科「分子神経学」を平成２９年４月１日から５年間，医学系

研究科「新世代創薬開発」を平成２９年４月１日から３年間，工学系研究科「次世代 ＩｏＴ 活用の創出」

を平成２９年４月１日から５年間，薬学系研究科「ヒト細胞創薬学」を平成２９年４月１日から５年間，情

報学環「ヒューマンオーグメンテーション学（ソニー寄付講座）」を平成２９年４月１日から３年間設置す

る旨報告があった。次いで，法学政治学研究科「金融法（みずほフィナンシャルグループ）」を平成２９年

４月１日から３年間，医学系研究科「分子糖尿病科学講座」を平成２９年４月１日から３年間，医学系研究

科「運動器疼痛メディカルリサーチ＆マネジメント講座」を平成２９年４月１日から３年間，農学生命科学

研究科「味覚サイエンス（日清食品）」を平成２９年４月１日から５年間，経済学研究科・経済学部「金融

機関のリスクマネジメント」を平成２９年４月１日から３年間，，公共政策大学院「都市地域政策と社会資

本マネジメント（三井不動産）」を平成２９年４月１日から３年間，総合研究博物館「太陽系博物学寄付研

究部門」を平成２９年４月１日から３年間更新する旨報告があった。さらに，経済学研究科・経済学部「証

券投資：理論と実践（農林中央金庫）」の設置期間及び寄附金額，薬学系研究科「ファーマコビジネス・イ

ノベーション」の寄附者及び寄附金額，情報学環「総合癌研究国際戦略推進寄付講座」の設置期間及び担当

教員，情報学環「角川文化振興財団メディア・コンテンツ研究寄付講座」の設置期間及び担当教員，先端科

学技術研究センター「臨床エピジェネティクス」の設置期間，寄附者及び寄附金額を変更する旨報告があっ

た。 

また，社会連携講座等について，医学系研究科「医療品質評価学講座」を平成２９年４月１日から５年間，

医学系研究科「イメージング看護学」を平成２９年４月１日から５年間，医学系研究科「肥満メタボリック

ケア」を平成２９年４月１日より３年間，医科学研究所「先進的バイオ医薬品学」を平成２９年４月１日か

ら３年間，生産技術研究所「建物における省・創エネルギーのための機械学習・ＡＩ制御技術社会連携研究

部門」を平成２９年４月１日から３年間設置する旨報告があった。 

２５ 教員の懲戒処分相当 

総長から，東京大学教員懲戒手続規程に基づき，元本学教員の懲戒処分相当の決定及び対象者への通知を

行った旨報告があった。 

２６ その他 

平成２９年度会議等の予定（資料２４） 

保立理事から，平成２９年度会議等の予定について，資料２４のとおり報告があった。 

 

議事終了後，総長から，退任する評議員の紹介及び謝辞があった。 

以上 

 


